
令和７年度 

田川広域水道企業団競争入札参加資格審査申請案内 

（建設工事）＜管内業者＞ 

 

田川広域水道企業団が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に

必要な資格の審査を行い､有資格者名簿を作成しますので､入札に参加を希望される方は､ 

この申請案内に従って書類を作成し、提出してください｡ 

 

１ 申請案内 

⑴  登録業種 

企業団では、建設工事のうち、「水道施設工事」と「管工事」の２業種の登録受付を 

行います。 

⑵  登録の範囲 

管内業者（主たる営業所（建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する 

  営業所をいう。）を田川市、川崎町、糸田町、福智町（以下「構成団体」という。）内に

有する者をいう。）である者を登録します。 

   なお、田川市及び糸田町の建設業者については、当該市町の令和７年度競争入札参加

資格審査申請において、上記業種（糸田町では「上水道」。）を申請受理されたことを条

件とします。企業団の申請受付後に、当該市町の名簿に登載されていることを確認しま

すので、当該市町へ必ず申請していただきますようお願いします。 

⑶  その他の登録業種と登録範囲について 

上記に該当しない建設工事業種、附帯業務及び物品・役務並びに構成団体以外の業者

については、従来通り各構成団体に申請をしてください。（構成団体の入札参加資格者と

して認定された者を企業団の名簿に登載します。） 

 

２ 申請書を提出できない方 

次のいずれかに該当する方は、資格申請書を提出できません｡ 

⑴ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設業を営む者で、

建設業法第３条第１項に規定する建設業の許可を受けていない者 

⑵ 建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受けていない者 

⑶  田川広域水道企業団契約事務規則第２条及び第２３条に該当し、一般・指名競争入札

に参加できない者 

⑷ 事業所の形態（法人、個人事業主）や常用労働者の数等によって異なる、適正な社会

保険等（「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」）に加入していない者 

 ⑸ 資格審査申請書及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者 

 

３ 申請書類の受付期間及び提出方法等 

 ⑴ 受付期間 

令和７年２月３日から２月２１日まで（土曜日、日曜日、祝日を除く｡） 

  ※受付期間終了後の受付は行っておりません。必ず、受付期間中に申請してください。 



⑵ 提出方法 

総務課契約管理係（田川市役所別館２階小会議室）の受付会場まで持参してください。 

※受付時間 １３時００分～１６時３０分 

   ※上記受付時間帯に来場が難しい方は、総務課契約管理係までご連絡ください。 

⑶ 提出先 

   ※受付は、総務課契約管理係（田川市役所別館２階）執務室横の小会議室で行います。

来場の際は、別館１階にある田川水道修繕センター事務所側の階段からお越しくださ

い。 

 

４ 登録の有効期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（１年間） 

 

５ 登録希望業種 

 ⑴ 注意点 

  ① １業者２業種まで登録可能です。 

② 登録された業種の年度途中での変更はできません。 

③ １業種のみの登録もできます。 

 ⑵ 登録希望業種について 

以下の登録業種表に従い、希望業種を登録業種調書に記入してください。 

登録業種表 

２業種 
・水道施設工事 

・管工事 

 

（お知らせ） 

※水道管布設等工事における配水管技能者の配置等について 

企業団が発注する水道管布設等工事は、重要なライフラインに係る工事であることか 

ら、配管工事における技術力確保を明確にするため、令和９年４月以降の工事から施工

業者の要件及び配水管技能者の配置と雇用について義務付けます。（令和９年３月３１

日までを猶予期間とします。） 

① 水道管布設等工事を施工する者の要件 

 ア 建設業法に規定する水道施設工事業の許可を受けていること。 

   イ 水道法に規定する指定給水装置工事事業者の指定を受けていること。 

② 配水管技能者の配置が必要な工事と資格表 

 

住 所 等 電 話 番 号 

 

 
〒８２５－８５０１ 

福岡県田川市中央町１番１号 

田川広域水道企業団 総務課 契約管理係 

        （田川市役所別館２階） 

直通：０９４７－２３－２１４７ 



工事内容 団 体 資 格 

全ての水道管布設等工事 

（２資格とも必要） 

(公財)給水工事技術振興

財団 

給水装置工事主任技術者 

給水装置工事配管技能者検定会

合格者 

φ500㎜未満の耐震継手管

の水道管布設等工事 

（いずれかの資格でよい） 

（公社）日本水道協会 
配水管技能者 

（一般継手又は耐震継手） 

（一社）日本ダクタイル

鉄管協会 

継手接合研修会（耐震管φ450 ㎜

以下）受講者 

φ500㎜以上の耐震継手管

の水道管布設等工事 

（いずれかの資格でよい） 

（公社）日本水道協会 
配水管技能者 

（大口径管） 

（一社）日本ダクタイル

鉄管協会 

継手接合研修会（耐震管φ500 ㎜

以上）受講者 

水道配水用ポリエチレン

管の水道管布設等工事 

配水用ポリエチレン 

パイプシステム協会 

水道配水用ポリエチレン管施工

講習受講者 

  ※上記団体に準じた団体が主催する講習会、研修会その他これらに類するものを受け、その

課程を修了したことが証明できる者については、その都度判断します。 

③ 配水管技能者の雇用関係等 

ア 配水管技能者は、３か月以上継続して直接的かつ恒常的な雇用関係にある 

者に限ります。 

イ 配水管技能者は、建設業法第 26 条に規定する主任技術者又は監理技術者と 

兼ねることができるものとします。 

 

６ 提出書類 

別紙申請書様式を基本とします。 

ただし、工事経歴書等については中央公共工事契約制度運用連絡協議会統一様式、また 

は国土交通省地方整備局競争入札参加資格審査申請様式の使用も可とします。 

№ 書類名 様式 注意点 

１ 

一般競争（指名競争） 

入札参加資格審査申請書

（建設工事） 

企業団

指定 

＊本社・本店で申請 

＊実印（法務局又は市町村に登録している印） 

を押印 

＊担当者連絡先には、必ず連絡がとれる番号 

（携帯等）を記載すること 

２ 印鑑証明書  ＊写し可 

３ 使用印鑑届 
統一様式

可 

＊当企業団との取引（契約・請求等）に使用する

印鑑を届出 

＊個人を特定できない印鑑は使用印として登録 

できない 

＊会社印（社名のみの角印など）単独使用は不可 



４ 登録業種調書 
企業団

指定 

＊１者２業種まで登録可 

＊年度途中での登録業種変更は不可 

５ 
建設業許可証明書又は 

建設業許可通知書の写し 
  

６ 

経営事項審査（経営規模等

評価）結果通知書・総合評

定値通知書の写し 

 
＊有効期間１年７か月 

＊審査基準日が令和５年９月１日以降のもの 

７ 
履歴事項又は現在事項全部

証明書 
法務局 

所定様式 
＊写し可 

＊法人業者に限る 

８ 住民票（本人のみ）  

＊写し可 

＊個人業者に限る 

＊代表者の住民票（本人のみ、世帯主・続柄・本

籍・筆頭者を記載したもの） 

９ 代表者身分（身元）証明書  

＊写し可 

＊個人業者に限る 

＊法人業者は提出不要 

１０ 役員等調書 
企業団

指定 

＊法人にあっては、履歴事項全部証明書又は現在

事項全部証明書の「役員に関する事項」に記載

されている役員（代表者・監査役を含む。）全

員を記入 

＊個人業者の場合は、代表者のみ記入 

＊記入欄が不足する場合には、様式をコピーし、

全てに申請者の記名 

１１ 営業所一覧表 任意可 
＊営業所に対応する経営事項審査を受けた建設

業許可業種の欄に○を記入 

１２ 営業の沿革（営業経歴書） 任意可 
＊創業後に組織変更等があっても変更前の創業 

年月日を記入 

１３ 工事経歴書 
統一様式

可 

＊登録希望営業所における実績を記載 

＊登録希望業種ごとに別様式に記載 

＊令和５年４月１日から令和６年１２月３１日

までに受注または竣工したもの 

１４ 事業所調書 
企業団

指定 

＊経営業務管理責任者名、営業所専任技術者名

は、建設業許可申請時の届出を確認して記載 

１５ 

 

 

 

技術者経歴書 

 

＊受注後に配置する技術者

は、登録しようとする営業

所に所属している者以外は

認められない 

統一様式

可 

 

＊登録希望営業所の技術者のみ記載 

＊登録希望業種ごとに別様式に記載 

＊資格者証の写しを添付 

＊３か月以上の継続雇用が確認できる書類（健康

保険被保険者証等）の写しを添付 

※被保険者証の写しに関しては、記号・番号・

保険者番号及びＱＲコード、の該当部分は 

マスキング（黒塗）すること 

＊特定建設業の許可を受けている建設業者は、監

理技術者については、技術者調書の「法令によ

る免許等」の欄中「名称」に「監理技術者」と

記載 

＊実務経験者については、実務経験証明書を必ず



添付（写し可） 

＊管工事登録を希望する場合で、浄化槽設備士の

資格を有する者は資格者証の写しを添付 

１６ 

 

配水管技能者名簿 

＊受注後に配置する技術者

は、登録しようとする営業

所に所属している者以外は

認められない 

企業団

指定 

＊技術者経歴書に記載した技術者のうち、配水管

技能を有する技術者を記載 

＊資格者証、合格証書、受講証明書等の写しを 

添付 

 

※配水管技能者配置の義務付けは、令和９年４

月以降に発注する工事からの適用になります 

１７ 

消費税及び地方消費税等の

納税証明書 

 

＊納税証明書は、電子納税

証明書（PDF）を印刷したも

のも可 

税務署 

所定様式 

＊写し可 

＊免税業者等で申告納税を行っていない者も、要

提出 

＊法人業者は様式その３の３ 

（「法人税」・「消費税及び地方消費税」について

未納税額のない証明） 

＊個人業者は様式その３の２ 

（｢申告所得税｣・「消費税及び地方消費税」につ

いて未納税額のない証明） 

１８ 

 

市税又は町税につき滞納の

ない証明書又は完納証明書 

＊営業所が所在する市町

（田川市、川崎町、糸田町、

福智町）の証明書 

 

 

＊写し可 

＊法人・個人にかかわらず営業所が所在する市町

（田川市、川崎町、糸田町、福智町）からの課

税があれば提出 

＊個人業者の場合は、代表者本人のもの 

＊個人業者のうち、屋号で課税がある場合も提出 

１９ 

水道料金納入証明書 

＊営業所登録住所で水道契

約をしている者が納付して

いる証明書 

料金セ

ンター
所定様式 

＊写し可 

＊法人・個人名の契約にかかわらず営業所が所在

する住所に水道契約があればすべて提出 

＊調定年月が令和５年４月から令和６年１０月

までの請求月の支払いが確認できるもの 

２０ 営業用機械器具一覧表 
統一様式

可  

２１ 口座振替依頼書 
企業団

指定 
＊口座名義には必ずフリガナを記入 

２２ 
営業所の確認できる位置図

と写真 
 

＊写真については、営業所全景・事務所内・建設

業の標識掲示場所が確認できるもの 

２３ 暴力団排除に関する誓約書 
企業団

指定 
 

 

※ 糸田町の建設業者については、糸田町の令和７年度競争入札参加資格審査申請を受理さ 

れたことがわかる証明（受付票）をご持参ください。 

 

 



７ 審査結果 

入札参加資格を有すると認定された方については、「田川広域水道企業団競争入札参加

有資格者名簿」に登載し、令和７年４月初旬に企業団ホームページで公開しますので、  

ご了承願います。 

なお、郵送、電話連絡による認定通知は行っていません。 

 

８ 注意事項など  

⑴  各証明書類について、特に指定がない場合は、発行が提出日から３か月以内のもの 

⑵  様式で「任意可」としているものについては、企業団指定様式の内容が網羅されてい 

る様式を使用してください。 

⑶  有資格者名簿の登録は、必ずしも発注を約束するものではありません。 

⑷  資格審査の結果、入札参加資格を取得した者が、その後、入札参加資格審査申請書等 

に虚偽の記載など不正行為をしたことが判明した場合は、資格を取り消します。 

⑸  田川広域水道企業団ホームページ「令和７年度競争入札参加資格審査申請案内につい 

て」から様式のダウンロードができます。 

なお、「企業団情報／入札情報／業者登録／田川広域水道企業団競争入札 参加資格審

査申請案内（建設工事）」から様式のダウンロードもできます。 

⑹  必ず１から２３までの書類を、提出書類チェック表に基づき、最終確認をしたうえで、 

提出書類チェック表を１番上にし、Ａ４のファイル（ファイルの色に指定はありませ 

ん。）に番号順に綴じてください。 

また、表紙、背表紙に「令和７年度競争入札参加資格審査申請書」及び「業者名」を 

記載して提出してください。 

⑺  提出部数は１部です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜Ｒ７指名登録時に有効な経審結果通知書早見表＞ 

決算日 
有効な経営事項審査結果通知書 

（審査基準日） 

１月末 令和６年１月末 

２月末 令和６年２月末 

３月末 令和６年３月末 

４月末 令和６年４月末 

５月末 令和６年５月末 

６月末 令和６年６月末 

７月末 令和６年７月末 

８月末 令和６年８月末 

９月末 令和５年９月末 

１０月末 令和５年１０月末 

１１月末 令和５年１１月末 

１２月末 令和５年１２月末 

 

 

 

【田川広域水道企業団契約事務規則（抜粋）】 

第２条 企業長は、売買、賃借、請負その他の契約につき一般競争入札に付するときは、 

特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者（成年被後見

人、被保佐人及び被補助人並びに未成年者をいう。）及び破産者で復権を得ないものを 

参加させることができない。 

２ 企業長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号の一に該当すると認められ

るときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことが

できる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者に 

ついても、また同様とする。 

⑴  契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく 

は数量に関して不正の行為をしたとき。 

⑵  競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の 

成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したとき。 

⑶  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

⑷ 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３４条の２第１項の規定による監督 

又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

⑸ 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。 

⑹  この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされて 

いる者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として 

使用したとき。 

３ 前２項に定めるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員 

（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役員が暴力団員である法人は、   

競争入札に参加することができない。 

 

第２３条 第２条の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。 


